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【 手 続 補 正 １ 】
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【 請 求 項 １ 】
　 　 新 規 登 録 者 の 個 人 情 報 を 入 力 す る 手 段 を 有 し て な る 第 １ の 情 報 処 理 装 置 と 、 上 記 新 規
登 録 者 の 個 人 情 報 を 記 憶 す る 手 段 を 有 し て な る 第 ２ の 情 報 処 理 装 置 と を 有 し て な る 、 登 録
者 同 士 の 人 脈 関 係 を 登 録 す る た め の シ ス テ ム で あ っ て 、
　 上 記 第 ２ の 情 報 処 理 装 置 は 、 上 記 第 １ の 情 報 処 理 装 置 か ら 入 力 さ れ た 新 規 登 録 者 の 個 人
情 報 を 、 既 登 録 者 の 確 認 に 基 づ き 上 記 既 登 録 者 と 関 連 付 け て 記 憶 す る こ と を 特 徴 と す る 人
脈 関 係 登 録 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 　 第 ２ の 情 報 処 理 装 置 は 、 特 定 の 登 録 者 相 互 間 の 合 意 に よ っ て 人 間 関 係 が 結 ば れ た と き
、 合 意 し た 当 人 同 士 の 関 係 の 程 度 を 表 す 関 係 度 数 と 、 合 意 し た 当 人 と 連 鎖 す る 登 録 者 と の
関 係 の 程 度 を 表 す 関 係 度 数 と を 記 憶 す る 請 求 項 １ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 　 特 定 の 登 録 者 相 互 間 の 合 意 は 、 メ ー ル の 交 換 に よ っ て 行 わ れ る 請 求 項 ２ 記 載 の 人 脈 関
係 登 録 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 　 第 ２ の 情 報 処 理 装 置 は 、 登 録 者 か ら の 要 求 に 基 づ き 、 記 憶 し た 個 人 情 報 と 関 係 度 数 に
基 づ く 人 脈 関 係 情 報 を 作 成 し て 出 力 す る 請 求 項 ２ ま た は ３ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 　 登 録 者 同 士 の 人 脈 関 係 を 登 録 す る た め の 方 法 で あ っ て 、
　 新 規 登 録 者 の 個 人 情 報 が サ ー バ に 入 力 さ れ る ス テ ッ プ と 、
　 上 記 サ ー バ が 、 上 記 新 規 登 録 者 の 個 人 情 報 を 、 既 登 録 者 の 確 認 に 基 づ き 上 記 既 登 録 者 と
関 連 付 け て 記 憶 す る ス テ ッ プ 、 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 　 サ ー バ は 、 特 定 の 登 録 者 相 互 間 の 合 意 に よ っ て 人 間 関 係 が 結 ば れ た と き 、 合 意 し た 当
人 同 士 の 関 係 の 程 度 を 表 す 関 係 度 数 と 、 合 意 し た 当 人 と 連 鎖 す る 登 録 者 と の 関 係 の 程 度 を
表 す 関 係 度 数 と を 記 憶 す る 請 求 項 ５ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。



【 請 求 項 ７ 】
　 　 特 定 の 登 録 者 相 互 間 の 合 意 は 、 メ ー ル の 交 換 に よ っ て 行 わ れ る 請 求 項 ６ 記 載 の 人 脈 関
係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 　 登 録 者 か ら の 要 求 に 基 づ き 、 記 憶 し た 個 人 情 報 と 関 係 度 数 に 基 づ く 人 脈 関 係 情 報 を 作
成 し て 出 力 す る ス テ ッ プ 、 を さ ら に 有 す る 請 求 項 ６ ま た は ７ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 　 登 録 者 同 士 の 人 脈 関 係 を 登 録 す る た め の サ ー バ で あ っ て 、
　 新 規 登 録 者 の 個 人 情 報 を 受 付 け る 手 段 と 、
　 上 記 受 付 け た 新 規 登 録 者 の 個 人 情 報 を 既 登 録 者 に 確 認 す る 手 段 と 、
　 上 記 既 登 録 者 の 確 認 に 基 づ き 上 記 新 規 登 録 者 の 個 人 情 報 を 既 登 録 者 と 関 連 付 け て 記 憶 す
る 手 段 、 と を 有 し て な る こ と を 特 徴 と す る 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 　 記 憶 す る 手 段 は 、 特 定 の 登 録 者 相 互 間 の 合 意 に よ っ て 人 間 関 係 が 結 ば れ た と き 、 合 意
し た 当 人 同 士 の 関 係 の 程 度 を 表 す 関 係 度 数 と 、 合 意 し た 当 人 と 連 鎖 す る 登 録 者 と の 関 係 の
程 度 を 表 す 関 係 度 数 と を 記 憶 す る 請 求 項 ９ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 　 特 定 の 登 録 者 相 互 間 の 合 意 は 、 メ ー ル の 交 換 に よ っ て 行 わ れ る 請 求 項 １ ０ 記 載 の 人 脈
関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 　 登 録 者 か ら の 要 求 に 基 づ き 、 記 憶 し た 個 人 情 報 と 関 係 度 数 に 基 づ く 人 脈 関 係 情 報 を 作
成 し て 出 力 す る ス テ ッ プ 、 を さ ら に 有 す る 請 求 項 １ ０ ま た は １ １ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー
バ 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 　 コ ン ピ ュ ー タ を 、 請 求 項 ９ 乃 至 １ ２ の い ず れ か に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ と し て 機
能 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 人 脈 関 係 登 録 プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 　 コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム を 記 録 し た コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 記 録 媒 体 で あ っ て 、
　 上 記 コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム は 請 求 項 １ ３ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 プ ロ グ ラ ム で あ る こ と を
特 徴 と す る コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 記 録 媒 体 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 　 登 録 者 の 端 末 と 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 し た サ ー バ で あ っ て 、
　 登 録 者 の 識 別 情 報 を 含 む 当 該 登 録 者 の 個 人 情 報 と 当 該 登 録 者 と 他 の 登 録 者 と の 人 間 関 係
の 連 鎖 の 程 度 を 表 す 関 係 度 数 と を 登 録 者 ご と に 記 憶 し て い る 記 憶 手 段 と 、
　 第 一 の 登 録 者 の 端 末 か ら 第 二 の 登 録 者 の 識 別 情 報 を 含 む 検 索 キ ー ワ ー ド を 受 信 し 、 第 二
の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 （ 以 下 、 「 第 三 の 登 録 者 」 と い う ） の 個 人 情 報
と 第 二 の 登 録 者 と 第 三 の 登 録 者 と の 関 係 度 数 と を 上 記 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 第 三
の 登 録 者 の 個 人 情 報 と 検 索 し た 関 係 度 数 と を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 と 、
を 有 し て な る こ と を 特 徴 と す る 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 　 第 一 の 登 録 者 の 端 末 か ら 当 該 第 一 の 登 録 者 の 識 別 情 報 を 受 信 す る 手 段 を さ ら に 備 え 、
　 「 第 二 の 登 録 者 と 第 三 の 登 録 者 と の 関 係 度 数 」 に 代 え て 「 第 一 の 登 録 者 と 第 三 の 登 録 者
と の 関 係 度 数 」 と し た 請 求 項 １ ５ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 　 第 一 の 登 録 者 と 第 三 の 登 録 者 の そ れ ぞ れ と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 （ 以 下 、 「
第 四 の 登 録 者 」 と い う ） の 個 人 情 報 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 第 四 の 登 録 者 の 個 人
情 報 を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 を さ ら に 備 え た 請 求 項 １ ６ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録
サ ー バ 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 　 第 一 の 登 録 者 と 第 四 の 登 録 者 と の 関 係 度 数 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 関 係 度 数
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を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 を さ ら に 備 え た 請 求 項 １ ７ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー
バ 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 　 検 索 キ ー ワ ー ド に は 関 係 度 数 が 含 ま れ 、
　 第 三 の 登 録 者 を 「 第 二 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 に 代 え て 「 第 二 の 登
録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ る 関 係 度 数 と 一 致 す る 登 録 者 」
と し た 請 求 項 １ ５ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 　 検 索 キ ー ワ ー ド に は 関 係 度 数 が 含 ま れ 、
　 第 三 の 登 録 者 を 「 第 二 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 に 代 え て 「 第 二 の 登
録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ る 関 係 度 数 以 上 の 登 録 者 」 と し
た 請 求 項 １ ５ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 　 第 一 の 登 録 者 と 第 三 の 登 録 者 の そ れ ぞ れ と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 （ 以 下 、 「
第 四 の 登 録 者 」 と い う ） の 個 人 情 報 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 第 四 の 登 録 者 の 個 人
情 報 を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 を さ ら に 備 え た 請 求 項 １ ９ ま た は ２ ０ 記 載 の 人
脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
　 　 第 一 の 登 録 者 と 第 四 の 登 録 者 と の 関 係 度 数 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 関 係 度 数
を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 を さ ら に 備 え た 請 求 項 ２ １ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー
バ 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
　 　 第 一 の 登 録 者 が 第 三 の 登 録 者 と 人 間 関 係 を 結 ぶ こ と を 希 望 し て い る 旨 の 第 一 の メ ッ セ
ー ジ を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 か ら 受 信 し て 第 三 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る と 共 に 、 第 三 の 登
録 者 が 第 一 の 登 録 者 と 人 間 関 係 を 結 ぶ こ と に 合 意 す る 旨 の 第 二 の メ ッ セ ー ジ を 第 三 の 登 録
者 の 端 末 か ら 受 信 し て 第 一 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 と 、
　 上 記 第 一 の メ ッ セ ー ジ と 第 二 の メ ッ セ ー ジ を 送 信 し た と き に 、 上 記 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ
て い る 「 第 一 の 登 録 者 」 と 「 第 三 の 登 録 者 」 と の 関 係 度 数 を 更 新 す る 手 段 と 、
を さ ら に 備 え た 請 求 項 １ ５ 乃 至 ２ ２ の い ず れ か に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
　 　 第 一 の メ ッ セ ー ジ と 第 二 の メ ッ セ ー ジ を 送 信 し た と き に 、 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る
「 第 一 の 登 録 者 」 と 「 第 三 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 と の 関 係 度 数 と 、
「 第 三 の 登 録 者 」 と 「 第 一 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 と の 関 係 度 数 の そ
れ ぞ れ を 更 新 す る 手 段 を さ ら に 備 え た 請 求 項 ２ ３ に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
　 　 既 登 録 者 の 識 別 情 報 と 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 と を 当 該 登 録 希 望 者 の 端 末 か ら 受 信 す る
手 段 と 、
　 上 記 受 信 し た 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 既 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 と 、
　 上 記 既 登 録 者 が 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 確 認 し た 旨 の 確 認 情 報 を 上 記 既 登 録 者 の 端 末 か
ら 受 信 し た と き 、 上 記 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 記 憶 手 段 に 記 憶 す る 手 段 と を さ ら に 備 え た
請 求 項 １ ５ 乃 至 ２ ４ の い ず れ か に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
　 　 既 登 録 者 の 識 別 情 報 と 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 と を 既 登 録 者 の 端 末 か ら 受 信 す る 手 段 と
、
　 上 記 受 信 し た 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 登 録 希 望 者 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 と 、
　 上 記 登 録 希 望 者 が 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 確 認 し た 旨 の 確 認 情 報 を 上 記 登 録 希 望 者 の 端
末 か ら 受 信 し た と き 、 上 記 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 記 憶 手 段 に 記 憶 す る 手 段 と を さ ら に 備
え た 請 求 項 １ ５ 乃 至 ２ ４ の い ず れ か に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
　 　 登 録 者 の 個 人 情 報 に は 当 該 登 録 者 の 専 門 分 野 が 含 ま れ 、
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　 第 三 の 登 録 者 の 専 門 分 野 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 第 三 の 登 録 者 の 専 門 分 野 を 第
一 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 を さ ら に 備 え た 請 求 項 １ ５ 乃 至 ２ ６ の い ず れ か に 記 載 の
人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
　 　 登 録 者 の 個 人 情 報 に は 当 該 登 録 者 の 専 門 分 野 が 含 ま れ 、
　 検 索 キ ー ワ ー ド に は 専 門 分 野 が 含 ま れ 、
　 第 三 の 登 録 者 を 「 第 二 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 に 代 え て 「 第 二 の 登
録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 の う ち 専 門 分 野 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ る 専 門 分
野 と 一 致 す る 登 録 者 」 と し た 請 求 項 １ ５ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
　 　 登 録 者 の 個 人 情 報 に は 当 該 登 録 者 の 専 門 分 野 が 含 ま れ 、
　 検 索 キ ー ワ ー ド に は 専 門 分 野 が 含 ま れ 、
　 第 三 の 登 録 者 を 「 第 二 の 登 録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ る
関 係 度 数 と 一 致 す る 登 録 者 」 に 代 え て 「 第 二 の 登 録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 が 検 索 キ
ー ワ ー ド に 含 ま れ る 関 係 度 数 と 一 致 す る 登 録 者 の う ち 専 門 分 野 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ
る 専 門 分 野 と 一 致 す る 登 録 者 」 と し た 請 求 項 １ ９ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
　 　 検 索 キ ー ワ ー ド に は 専 門 分 野 が 含 ま れ 、
　 第 三 の 登 録 者 を 「 第 二 の 登 録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ る
関 係 度 数 と 一 致 す る 登 録 者 」 に 代 え て 「 第 二 の 登 録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 が 検 索 キ
ー ワ ー ド に 含 ま れ る 関 係 度 数 以 上 の 登 録 者 の う ち 専 門 分 野 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ る 専
門 分 野 と 一 致 す る 登 録 者 」 と し た 請 求 項 １ ９ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ３ １ 】
　 　 第 一 の 登 録 者 と 第 三 の 登 録 者 の そ れ ぞ れ と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 （ 以 下 、 「
第 四 の 登 録 者 」 と い う ） の 個 人 情 報 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 第 四 の 登 録 者 の 個 人
情 報 を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 を さ ら に 備 え た 請 求 項 ２ ７ 乃 至 ３ ０ の い ず れ か
に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ３ ２ 】
　 　 第 一 の 登 録 者 と 第 四 の 登 録 者 と の 関 係 度 数 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 関 係 度 数
を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 を さ ら に 備 え た 請 求 項 ３ １ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー
バ 。
【 請 求 項 ３ ３ 】
　 　 登 録 者 の 識 別 情 報 は 当 該 登 録 者 の 氏 名 で あ る 請 求 項 １ ５ 乃 至 ３ ２ の い ず れ か に 記 載 の
人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ３ ４ 】
　 　 第 一 の 登 録 者 と 第 二 の 登 録 者 は 同 一 人 で あ る 請 求 項 １ ５ 乃 至 ３ ３ の い ず れ か に 記 載 の
人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ３ ５ 】
　 　 登 録 者 の 端 末 と 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 し た サ ー バ で あ っ て 、
　 登 録 者 の 識 別 情 報 を 含 む 当 該 登 録 者 の 個 人 情 報 と 当 該 登 録 者 と 他 の 登 録 者 と の 人 間 関 係
の 連 鎖 の 程 度 を 表 す 関 係 度 数 と を 登 録 者 ご と に 記 憶 し て い る 記 憶 手 段 と 、
　 第 一 の 登 録 者 が 第 二 の 登 録 者 と 人 間 関 係 を 結 ぶ こ と を 希 望 し て い る 旨 の 第 一 の メ ッ セ ー
ジ を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 （ 以 下 、 「 第 一 の 端 末 」 と い う ） か ら 受 信 し て 第 二 の 登 録 者 の 端
末 （ 以 下 、 「 第 二 の 端 末 」 と い う ） に 送 信 す る と 共 に 、 第 二 の 登 録 者 が 第 一 の 登 録 者 と 人
間 関 係 を 結 ぶ こ と に 合 意 す る 旨 の 第 二 の メ ッ セ ー ジ を 第 二 の 端 末 か ら 受 信 し て 第 一 の 端 末
に 送 信 す る 手 段 と 、
　 上 記 第 一 の メ ッ セ ー ジ と 第 二 の メ ッ セ ー ジ を 送 信 し た と き に 、 上 記 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ
て い る 「 第 一 の 登 録 者 」 と 「 第 二 の 登 録 者 」 と の 関 係 度 数 と 、 「 第 一 の 登 録 者 」 と 「 第 二
の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 と の 関 係 度 数 と 、 「 第 二 の 登 録 者 」 と 「 第 一
の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 と の 関 係 度 数 の そ れ ぞ れ を 更 新 す る 手 段 と 、
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　 第 三 の 登 録 者 の 端 末 （ 以 下 、 「 第 三 の 端 末 」 と い う ） か ら 第 四 の 登 録 者 の 識 別 情 報 を 含
む 検 索 キ ー ワ ー ド を 受 信 し 、 第 四 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 （ 以 下 、 「 第
五 の 登 録 者 」 と い う ） の 個 人 情 報 を 上 記 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 第 五 の 登 録 者 の 個
人 情 報 を 第 三 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 と 、
を 有 し て な る こ と を 特 徴 と す る 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ３ ６ 】
　 　 検 索 キ ー ワ ー ド に は 関 係 度 数 が 含 ま れ 、
　 第 五 の 登 録 者 を 「 第 四 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 に 代 え て 「 第 四 の 登
録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ る 関 係 度 数 と 一 致 す る 登 録 者 」
と し た 請 求 項 ３ ５ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ３ ７ 】
　 　 検 索 キ ー ワ ー ド に は 関 係 度 数 が 含 ま れ 、
　 第 五 の 登 録 者 を 「 第 四 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 に 代 え て 「 第 四 の 登
録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ る 関 係 度 数 以 上 の 登 録 者 」 と し
た 請 求 項 ３ ５ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ３ ８ 】
　 　 第 四 の 登 録 者 と 第 五 の 登 録 者 と の 関 係 度 数 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 関 係 度 数
を 第 三 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 を さ ら に 備 え た 請 求 項 ３ ５ ま た は ３ ７ に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録
サ ー バ 。
【 請 求 項 ３ ９ 】
　 　 第 三 の 端 末 か ら 第 三 の 登 録 者 の 識 別 情 報 を 受 信 す る 手 段 と 、
　 第 三 の 登 録 者 と 第 五 の 登 録 者 と の 関 係 度 数 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 関 係 度 数 を
第 三 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 と 、
を さ ら に 備 え た 請 求 項 ３ ５ 乃 至 ３ ８ の い ず れ か に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ４ ０ 】
　 　 第 三 の 登 録 者 と 第 五 の 登 録 者 の そ れ ぞ れ と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 （ 以 下 、 「
第 六 の 登 録 者 」 と い う ） の 個 人 情 報 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 第 六 の 登 録 者 の 個 人
情 報 を 第 三 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 を さ ら に 備 え た 請 求 項 ３ ５ 乃 至 ３ ９ の い ず れ か に 記 載 の
人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ４ １ 】
　 　 第 三 の 登 録 者 と 第 六 の 登 録 者 と の 関 係 度 数 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 関 係 度 数
を 第 三 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 を さ ら に 備 え た 請 求 項 ４ ０ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ４ ２ 】
　 　 既 登 録 者 の 識 別 情 報 と 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 と を 当 該 登 録 希 望 者 の 端 末 か ら 受 信 す る
手 段 と 、
　 上 記 受 信 し た 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 既 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 と 、
　 上 記 既 登 録 者 が 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 確 認 し た 旨 の 確 認 情 報 を 上 記 既 登 録 者 の 端 末 か
ら 受 信 し た と き 、 上 記 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 記 憶 手 段 に 記 憶 す る 手 段 と を さ ら に 備 え た
請 求 項 ３ ５ 乃 至 ４ １ の い ず れ か に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ４ ３ 】
　 　 既 登 録 者 の 識 別 情 報 と 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 と を 既 登 録 者 の 端 末 か ら 受 信 す る 手 段 と
、
　 上 記 受 信 し た 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 登 録 希 望 者 の 端 末 に 送 信 す る 手 段 と 、
　 上 記 登 録 希 望 者 が 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 確 認 し た 旨 の 確 認 情 報 を 上 記 登 録 希 望 者 の 端
末 か ら 受 信 し た と き 、 上 記 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 記 憶 手 段 に 記 憶 す る 手 段 と を さ ら に 備
え た 請 求 項 ３ ５ 乃 至 ４ １ の い ず れ か に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ 。
【 請 求 項 ４ ４ 】
　 　 コ ン ピ ュ ー タ を 請 求 項 １ ５ 乃 至 ４ ３ の い ず れ か に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 サ ー バ と し て 機
能 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 人 脈 関 係 登 録 プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ４ ５ 】
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　 　 コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム を 記 録 し た コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 記 録 媒 体 で あ っ て 、
　 上 記 コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム は 請 求 項 ４ ４ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 プ ロ グ ラ ム で あ る こ と を
特 徴 と す る コ ン ピ ュ ー タ 読 取 可 能 な 記 録 媒 体 。
【 請 求 項 ４ ６ 】
　 　 登 録 者 の 端 末 と 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 し 、 登 録 者 の 識 別 情 報 を 含 む 当 該 登 録
者 の 個 人 情 報 と 当 該 登 録 者 と 他 の 登 録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 を 表 す 関 係 度 数 と を 登
録 者 ご と に 記 憶 し て い る 記 憶 手 段 を 備 え た サ ー バ に よ り 実 行 さ れ る 方 法 で あ っ て 、
　 上 記 サ ー バ が 、 第 一 の 登 録 者 の 端 末 か ら 第 二 の 登 録 者 の 識 別 情 報 を 含 む 検 索 キ ー ワ ー ド
を 受 信 す る ス テ ッ プ と 、
　 上 記 サ ー バ が 、 上 記 第 二 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 （ 以 下 、 「 第 三 の 登
録 者 」 と い う ） の 個 人 情 報 と 第 二 の 登 録 者 と 第 三 の 登 録 者 と の 関 係 度 数 と を 上 記 記 憶 手 段
か ら 検 索 す る ス テ ッ プ と 、
　 上 記 サ ー バ が 、 上 記 検 索 し た 第 三 の 登 録 者 の 個 人 情 報 と 検 索 し た 関 係 度 数 と を 第 一 の 登
録 者 の 端 末 に 送 信 す る ス テ ッ プ と 、
を 有 し て な る こ と を 特 徴 と す る 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ４ ７ 】
　 　 サ ー バ が 、 第 一 の 登 録 者 の 端 末 か ら 当 該 第 一 の 登 録 者 の 識 別 情 報 を 受 信 す る ス テ ッ プ
を さ ら に 有 し 、
　 「 第 二 の 登 録 者 と 第 三 の 登 録 者 と の 関 係 度 数 」 に 代 え て 「 第 一 の 登 録 者 と 第 三 の 登 録 者
と の 関 係 度 数 」 と し た 請 求 項 ４ ６ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ４ ８ 】
　 　 サ ー バ が 、 第 一 の 登 録 者 と 第 三 の 登 録 者 の そ れ ぞ れ と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者
（ 以 下 、 「 第 四 の 登 録 者 」 と い う ） の 個 人 情 報 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 第 四 の 登
録 者 の 個 人 情 報 を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る 請 求 項 ４ ７ 記 載
の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ４ ９ 】
　 　 サ ー バ が 、 第 一 の 登 録 者 と 第 四 の 登 録 者 と の 関 係 度 数 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し
た 関 係 度 数 を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る 請 求 項 ４ ８ 記 載 の 人
脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ５ ０ 】
　 　 検 索 キ ー ワ ー ド に は 関 係 度 数 が 含 ま れ 、
　 第 三 の 登 録 者 を 「 第 二 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 に 代 え て 「 第 二 の 登
録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ る 関 係 度 数 と 一 致 す る 登 録 者 」
と し た 請 求 項 ４ ６ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ５ １ 】
　 　 検 索 キ ー ワ ー ド に は 関 係 度 数 が 含 ま れ 、
　 第 三 の 登 録 者 を 「 第 二 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 に 代 え て 「 第 二 の 登
録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ る 関 係 度 数 以 上 の 登 録 者 」 と し
た 請 求 項 ４ ６ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ５ ２ 】
　 　 サ ー バ が 、 第 一 の 登 録 者 と 第 三 の 登 録 者 の そ れ ぞ れ と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者
（ 以 下 、 「 第 四 の 登 録 者 」 と い う ） の 個 人 情 報 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 第 四 の 登
録 者 の 個 人 情 報 を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る 請 求 項 ５ ０ ま た
は ５ １ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ５ ３ 】
　 　 サ ー バ が 、 第 一 の 登 録 者 と 第 四 の 登 録 者 と の 関 係 度 数 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し
た 関 係 度 数 を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る 請 求 項 ５ ２ 記 載 の 人
脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ５ ４ 】
　 　 サ ー バ が 、 第 一 の 登 録 者 が 第 三 の 登 録 者 と 人 間 関 係 を 結 ぶ こ と を 希 望 し て い る 旨 の 第
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一 の メ ッ セ ー ジ を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 か ら 受 信 し て 第 三 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る と 共 に
、 第 三 の 登 録 者 が 第 一 の 登 録 者 と 人 間 関 係 を 結 ぶ こ と に 合 意 す る 旨 の 第 二 の メ ッ セ ー ジ を
第 三 の 登 録 者 の 端 末 か ら 受 信 し て 第 一 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る ス テ ッ プ と 、
　 上 記 サ ー バ が 、 上 記 第 一 の メ ッ セ ー ジ と 第 二 の メ ッ セ ー ジ を 送 信 し た と き に 、 上 記 記 憶
手 段 に 記 憶 さ れ て い る 「 第 一 の 登 録 者 」 と 「 第 三 の 登 録 者 」 と の 関 係 度 数 を 更 新 す る ス テ
ッ プ と 、
を さ ら に 有 す る 請 求 項 ４ ６ 乃 至 ５ ３ の い ず れ か に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ５ ５ 】
　 　 サ ー バ が 、 第 一 の メ ッ セ ー ジ と 第 二 の メ ッ セ ー ジ を 送 信 し た と き に 、 記 憶 手 段 に 記 憶
さ れ て い る 「 第 一 の 登 録 者 」 と 「 第 三 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 と の 関
係 度 数 と 、 「 第 三 の 登 録 者 」 と 「 第 一 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 と の 関
係 度 数 の そ れ ぞ れ を 更 新 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る 請 求 項 ５ ４ に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方
法 。
【 請 求 項 ５ ６ 】
　 　 サ ー バ が 、 既 登 録 者 の 識 別 情 報 と 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 と を 当 該 登 録 希 望 者 の 端 末 か
ら 受 信 す る ス テ ッ プ と 、
　 上 記 サ ー バ が 、 上 記 受 信 し た 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 既 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る ス テ ッ
プ と 、
　 上 記 サ ー バ が 、 上 記 既 登 録 者 が 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 確 認 し た 旨 の 確 認 情 報 を 上 記 既
登 録 者 の 端 末 か ら 受 信 し た と き 、 上 記 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 記 憶 手 段 に 記 憶 す る ス テ ッ
プ 、 と を さ ら に 有 す る 請 求 項 ４ ６ 乃 至 ５ ５ の い ず れ か に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ５ ７ 】
　 　 サ ー バ が 、 既 登 録 者 の 識 別 情 報 と 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 と を 既 登 録 者 の 端 末 か ら 受 信
す る ス テ ッ プ と 、
　 上 記 サ ー バ が 、 上 記 受 信 し た 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 登 録 希 望 者 の 端 末 に 送 信 す る ス テ
ッ プ と 、
　 上 記 サ ー バ が 、 上 記 登 録 希 望 者 が 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 確 認 し た 旨 の 確 認 情 報 を 上 記
登 録 希 望 者 の 端 末 か ら 受 信 し た と き 、 上 記 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 記 憶 手 段 に 記 憶 す る ス
テ ッ プ 、 と を さ ら に 有 す る 請 求 項 ４ ６ 乃 至 ５ ５ の い ず れ か に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ５ ８ 】
　 　 登 録 者 の 個 人 情 報 に は 当 該 登 録 者 の 専 門 分 野 が 含 ま れ 、
　 サ ー バ が 、 第 三 の 登 録 者 の 専 門 分 野 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 第 三 の 登 録 者 の 専
門 分 野 を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る 請 求 項 ４ ６ 乃 至 ５ ７ の い
ず れ か に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ５ ９ 】
　 　 登 録 者 の 個 人 情 報 に は 当 該 登 録 者 の 専 門 分 野 が 含 ま れ 、
　 検 索 キ ー ワ ー ド に は 専 門 分 野 が 含 ま れ 、
　 第 三 の 登 録 者 を 「 第 二 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 に 代 え て 「 第 二 の 登
録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 の う ち 専 門 分 野 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ る 専 門 分
野 と 一 致 す る 登 録 者 」 と し た 請 求 項 ４ ６ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ６ ０ 】
　 　 登 録 者 の 個 人 情 報 に は 当 該 登 録 者 の 専 門 分 野 が 含 ま れ 、
　 検 索 キ ー ワ ー ド に は 専 門 分 野 が 含 ま れ 、
　 第 三 の 登 録 者 を 「 第 二 の 登 録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ る
関 係 度 数 と 一 致 す る 登 録 者 」 に 代 え て 「 第 二 の 登 録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 が 検 索 キ
ー ワ ー ド に 含 ま れ る 関 係 度 数 と 一 致 す る 登 録 者 の う ち 専 門 分 野 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ
る 専 門 分 野 と 一 致 す る 登 録 者 」 と し た 請 求 項 ５ ０ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ６ １ 】
　 　 検 索 キ ー ワ ー ド に は 専 門 分 野 が 含 ま れ 、
　 第 三 の 登 録 者 を 「 第 二 の 登 録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ る
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関 係 度 数 と 一 致 す る 登 録 者 」 に 代 え て 「 第 二 の 登 録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 が 検 索 キ
ー ワ ー ド に 含 ま れ る 関 係 度 数 以 上 の 登 録 者 の う ち 専 門 分 野 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ る 専
門 分 野 と 一 致 す る 登 録 者 」 と し た 請 求 項 ５ ０ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ６ ２ 】
　 　 サ ー バ が 、 第 一 の 登 録 者 と 第 三 の 登 録 者 の そ れ ぞ れ と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者
（ 以 下 、 「 第 四 の 登 録 者 」 と い う ） の 個 人 情 報 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 第 四 の 登
録 者 の 個 人 情 報 を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る 請 求 項 ５ ８ 乃 至
６ １ の い ず れ か に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ６ ３ 】
　 　 サ ー バ が 、 第 一 の 登 録 者 と 第 四 の 登 録 者 と の 関 係 度 数 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し
た 関 係 度 数 を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る 請 求 項 ６ ２ 記 載 の 人
脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ６ ４ 】
　 　 登 録 者 の 識 別 情 報 は 当 該 登 録 者 の 氏 名 で あ る 請 求 項 ４ ６ 乃 至 ６ ３ の い ず れ か に 記 載 の
人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ６ ５ 】
　 　 第 一 の 登 録 者 と 第 二 の 登 録 者 は 同 一 人 で あ る 請 求 項 ４ ６ 乃 至 ６ ４ の い ず れ か に 記 載 の
人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ６ ６ 】
　 　 登 録 者 の 端 末 と 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 し 、 登 録 者 の 識 別 情 報 を 含 む 当 該 登 録
者 の 個 人 情 報 と 当 該 登 録 者 と 他 の 登 録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 を 表 す 関 係 度 数 と を 登
録 者 ご と に 記 憶 し て い る 記 憶 手 段 を 備 え た サ ー バ に よ り 実 行 さ れ る 方 法 で あ っ て 、
　 上 記 サ ー バ が 、 第 一 の 登 録 者 が 第 二 の 登 録 者 と 人 間 関 係 を 結 ぶ こ と を 希 望 し て い る 旨 の
第 一 の メ ッ セ ー ジ を 第 一 の 登 録 者 の 端 末 （ 以 下 、 「 第 一 の 端 末 」 と い う ） か ら 受 信 し て 第
二 の 登 録 者 の 端 末 （ 以 下 、 「 第 二 の 端 末 」 と い う ） に 送 信 す る と 共 に 、 第 二 の 登 録 者 が 第
一 の 登 録 者 と 人 間 関 係 を 結 ぶ こ と に 合 意 す る 旨 の 第 二 の メ ッ セ ー ジ を 第 二 の 端 末 か ら 受 信
し て 第 一 の 端 末 に 送 信 す る ス テ ッ プ と 、
　 上 記 サ ー バ が 、 上 記 第 一 の メ ッ セ ー ジ と 第 二 の メ ッ セ ー ジ を 送 信 し た と き に 、 上 記 記 憶
手 段 に 記 憶 さ れ て い る 「 第 一 の 登 録 者 」 と 「 第 二 の 登 録 者 」 と の 関 係 度 数 と 、 「 第 一 の 登
録 者 」 と 「 第 二 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 と の 関 係 度 数 と 、 「 第 二 の 登
録 者 」 と 「 第 一 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 と の 関 係 度 数 の そ れ ぞ れ を 更
新 す る ス テ ッ プ と 、
　 上 記 サ ー バ が 、 第 三 の 登 録 者 の 端 末 （ 以 下 、 「 第 三 の 端 末 」 と い う ） か ら 第 四 の 登 録 者
の 識 別 情 報 を 含 む 検 索 キ ー ワ ー ド を 受 信 し 、 第 四 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録
者 （ 以 下 、 「 第 五 の 登 録 者 」 と い う ） の 個 人 情 報 を 上 記 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 第
五 の 登 録 者 の 個 人 情 報 を 第 三 の 端 末 に 送 信 す る ス テ ッ プ と 、
を 有 し て な る こ と を 特 徴 と す る 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ６ ７ 】
　 　 検 索 キ ー ワ ー ド に は 関 係 度 数 が 含 ま れ 、
　 第 五 の 登 録 者 を 「 第 四 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 に 代 え て 「 第 四 の 登
録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ る 関 係 度 数 と 一 致 す る 登 録 者 」
と し た 請 求 項 ６ ６ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ６ ８ 】
　 　 検 索 キ ー ワ ー ド に は 関 係 度 数 が 含 ま れ 、
　 第 五 の 登 録 者 を 「 第 四 の 登 録 者 と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者 」 に 代 え て 「 第 四 の 登
録 者 と の 人 間 関 係 の 連 鎖 の 程 度 が 検 索 キ ー ワ ー ド に 含 ま れ る 関 係 度 数 以 上 の 登 録 者 」 と し
た 請 求 項 ６ ６ 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ６ ９ 】
　 　 サ ー バ が 、 第 四 の 登 録 者 と 第 五 の 登 録 者 と の 関 係 度 数 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し
た 関 係 度 数 を 第 三 の 端 末 に 送 信 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る 請 求 項 ６ ６ ま た は ６ ８ に 記 載
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の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ７ ０ 】
　 　 サ ー バ が 、 第 三 の 端 末 か ら 第 三 の 登 録 者 の 識 別 情 報 を 受 信 す る ス テ ッ プ と 、
　 上 記 サ ー バ が 、 第 三 の 登 録 者 と 第 五 の 登 録 者 と の 関 係 度 数 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索
し た 関 係 度 数 を 第 三 の 端 末 に 送 信 す る ス テ ッ プ と を さ ら に 有 す る 請 求 項 ６ ５ 乃 至 ６ ９ の い
ず れ か に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ７ １ 】
　 　 サ ー バ が 、 第 三 の 登 録 者 と 第 五 の 登 録 者 の そ れ ぞ れ と 人 間 関 係 の 連 鎖 し て い る 登 録 者
（ 以 下 、 「 第 六 の 登 録 者 」 と い う ） の 個 人 情 報 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し た 第 六 の 登
録 者 の 個 人 情 報 を 第 三 の 端 末 に 送 信 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る 請 求 項 ６ ６ 乃 至 ７ ０ の い
ず れ か に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ７ ２ 】
　 　 サ ー バ が 、 第 三 の 登 録 者 と 第 六 の 登 録 者 と の 関 係 度 数 を 記 憶 手 段 か ら 検 索 し 、 検 索 し
た 関 係 度 数 を 第 三 の 端 末 に 送 信 す る ス テ ッ プ を さ ら に 有 す る 請 求 項 ７ １ 記 載 の 人 脈 関 係 登
録 方 法 。
【 請 求 項 ７ ３ 】
　 　 サ ー バ が 、 既 登 録 者 の 識 別 情 報 と 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 と を 当 該 登 録 希 望 者 の 端 末 か
ら 受 信 す る ス テ ッ プ と 、
　 上 記 サ ー バ が 、 上 記 受 信 し た 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 既 登 録 者 の 端 末 に 送 信 す る ス テ ッ
プ と 、
　 上 記 サ ー バ が 、 上 記 既 登 録 者 が 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 確 認 し た 旨 の 確 認 情 報 を 上 記 既
登 録 者 の 端 末 か ら 受 信 し た と き 、 上 記 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 記 憶 手 段 に 記 憶 す る ス テ ッ
プ と を さ ら に 有 す る 請 求 項 ６ ５ 乃 至 ７ ２ の い ず れ か に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
【 請 求 項 ７ ４ 】
　 　 サ ー バ が 、 既 登 録 者 の 識 別 情 報 と 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 と を 既 登 録 者 の 端 末 か ら 受 信
す る ス テ ッ プ と 、
　 上 記 サ ー バ が 、 上 記 受 信 し た 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 登 録 希 望 者 の 端 末 に 送 信 す る ス テ
ッ プ と 、
　 上 記 サ ー バ が 、 上 記 登 録 希 望 者 が 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 確 認 し た 旨 の 確 認 情 報 を 上 記
登 録 希 望 者 の 端 末 か ら 受 信 し た と き 、 上 記 登 録 希 望 者 の 個 人 情 報 を 記 憶 手 段 に 記 憶 す る ス
テ ッ プ と を さ ら に 有 す る 請 求 項 ６ ６ 乃 至 ７ ２ の い ず れ か に 記 載 の 人 脈 関 係 登 録 方 法 。
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